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要  旨 

 

 コンテナターミナルの荷さばき地は，係留施設背後においてコンテナ船から荷揚げする貨物の一時

的な蔵置エリアであり，各種クレーン等に代表される荷役機械や上屋が設置されている．「港湾の施

設の技術上の基準」によれば，「災害時に耐震強化施設と一体となって機能を発揮する必要がある荷

さばき地」には，レベル2地震動に対する要求性能が設定されており，当該施設の要求性能等に対す

る港湾基準上の解釈において「修復性」とされている． 

一方で，その性能照査項目および限界値を定める標準的な指標は，（荷さばき地の）「損傷」とさ

れており，荷さばき地に対するレベル2地震動に対する具体的な性能照査項目や限界値の指標の設定

は，設計者の判断に委ねられているのが実情である． 

本資料は，今後の設計実務の参考とするため，耐震強化施設（特定（幹線貨物輸送対応） 

）の背後に存在する，コンテナターミナル内における荷さばき地のレベル2地震動後の性能規定値の

設定事例およびその性能照査手法の一例を，既往検討事例を収集して整理したものである． 
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Synopsis 
 

  Located behind the mooring facilities, the cargo handling area of a container terminal serves as a 
temporary storage space for cargo unloaded from container ships. This area is equipped with cargo handling 

machinery, such as various types of cranes, as well as warehouses. 

According to the Technical Standards for Port Facilities, cargo handling areas that are required to 
function in conjunction with earthquake-resistant structures during disasters must meet performance 

requirements for Level 2 seismic ground motions. In the interpretation of these technical standards, the 

required performance for such facilities is defined in terms of "restorability." 
While "damage" is defined as the standard indicator for performance verification items and limit values, 

the specific items and thresholds for evaluating the performance of cargo handling areas under Level 2 

seismic ground motions are, in practice, left to the discretion of the designer. 
In this note, practical examples are compiled to present examples of performance specification values 

and verification methods for cargo handling areas located behind high earthquake-resistant facilities 

(specifically designated for trunk cargo transport) within container terminals, as a reference for future 
design practices. 
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1. はじめに 

 

コンテナターミナルの荷さばき地は，係留施設背後においてコンテナ船から荷揚げする貨物の一時的な蔵置エリア

として利用されているほか，各種クレーン等に代表される荷役機械や上屋が設置されている．「港湾の施設の技術上

の基準・同解説1)（以下，基準・同解説）」によれば，「災害時に耐震強化施設と一体となって機能を発揮する必要が

ある荷さばき地」には，レベル2地震動に対して「要求性能に応じて，作用による損傷の程度が限界値以下であること」

が定められており，「港湾の施設の技術上の基準の解釈等」において要求性能は「修復性」とされている．一方で，

その性能照査項目として，施設の種類，構造及び構造形式に応じて照査項目が異なることを考慮して，（荷さばき地

の）「損傷」と包括的に示されており，また，性能照査に当たっては，限界値を定める標準的な指標を適切に設定す

る旨定められている．このため，レベル2地震動後の荷さばき地に対する性能照査を実施するにあたっては，施設の種

類や構造等に応じて限界値を定める標準的な指標を適切に設定する必要があり，設計者の判断に委ねられているのが

実情である． 
2011年の港湾法，および特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律に伴う港湾法施行令の改正に

より，「長距離の国際海上コンテナ輸送にかかる国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設（水

深16m以上の耐震強化施設）」に付帯する荷さばき地が，国直轄での施工対象となったことを背景として，レベル2地
震動に対する荷さばき地の具体的な限界値の設定事例が増えつつある．例えば，後述するように，コンテナターミナ

ルにおける移動式荷役機械等が，地震後においても荷さばき地において必要な機能，特に走行性能を発揮できるよう，

メーカーヒアリング等を踏まえて設定された事例がある． 
本資料は，同様な事例に対する今後の設計実務の参考となるよう，耐震強化施設の背後に存在する荷さばき地のレ

ベル2地震動後の性能規定値の設定事例およびその性能照査手法の考え方の一例を，既往検討事例を収集，整理しとり

まとめたものである．ただし，本資料では本稿執筆時点において一定程度情報収集できた，耐震強化施設（特定（幹

線貨物輸送対応））の背後に存在する，コンテナターミナル内における荷さばき地（以下，単に荷さばき地という．）

のレベル2地震動後の性能規定値やその性能照査手法に関する内容のみを整理対象とした．レベル1地震動に対する性

能規定値や性能照査手法および地震後に発揮されるべきコンテナターミナル全体の機能に関しては検討の対象外とし

た． 

以下，2.では本稿で検討対象とした移動式荷役機械等を整理し，荷さばき地における平常時の運用において支障が

生じる条件について，事業主体が実施した荷役機械メーカーおよびユーザーヒアリング結果を整理した．また，ヒア

リング結果を踏まえた，荷さばき地のレベル2地震動後の性能規定に関する設定事例を示す．3.では荷さばき地のレ

ベル2地震動に対する2次元地震応答解析を用いた性能照査事例の概略を示し，4.は本稿のまとめである． 

 

2. 移動式荷役機械等の地震後の走行性能等を考慮した荷さばき地の性能規定例 
 
2.1 概要 

 本章では，レベル 2 地震動後に移動式荷役機械等の荷さばき地に必要となる性能規定の設定例について整理する．

2.2 では検討対象とした移動式荷役機械等を，2.3 では移動式荷役機械等が，荷さばき地において平常時に荷役作業

を実施するために必要となる条件に関する利用者等へのヒアリング結果を，2.4 ではこれらを踏まえたレベル 2 地震

動後の荷役機械等の荷さばき地における性能規定の設定事例を示す． 

 

2.2 検討対象とした移動式荷役機械等 

 まず，検討対象とした移動式荷役機械等とそのコンテナターミナル内における役割について概説する．図-2.1 は，

トランスファークレーンとして RTG を使用したコンテナターミナル内の荷役機械の配置の概略図を示したものであ

る． 

コンテナクレーンにより陸揚げされたコンテナは，図-2.1 中のクレーン下のコンテナトレーラーに受け渡され，コ

ンテナの蔵置エリアに運搬される．コンテナは同図中の RTG により積卸し，蔵置エリアに段積みされた状態で一時的

に保管される．また，蔵置エリアに保管されているコンテナは，RTG を用いてコンテナトレーラーへ受け渡され，荷

主のもとへ運搬される． 
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トランスファークレーンはタイヤ式門型クレーン(Rubber tired gantry crane, 以下，RTG)とレール式門型クレーン

(Rail mounted gantry crane, 以下，RMG)の 2 種類に大別されるが，本稿で対象としたクレーンは RTG のみであり，ま

た，自動化された RTG および遠隔操作 RTG については検討対象外としている．また，RTG を用いて荷役作業が行わ

れているコンテナターミナルの荷さばき地のみを検討対象とした．以下，RTG とコンテナトレーラーに関して概説す

る． 

 
（1）RTG 

RTG は荷さばき地内で利用されるトランスファークレーンの一種であり，上述の通りタイヤ式の門型クレーンであ

る．コンテナトレーラーからのコンテナの荷下ろし，また，コンテナをコンテナトレーラーへ積み込む際にも用いら

れる．車輪がタイヤとなっているため機動性に優れており，コンクリートの走行路版上を基本としつつも比較的自由

な位置を走行することができる． 

RTG による荷役は，レーン（RTG，コンテナ蔵置エリアおよびコンテナトレーラーの通行路を合わせた区画，図-

2.2）毎にその作業をする場合が多く，荷役状況によってはレーンチェンジする場合もある．各レーンにて作業する場

合には，走行路としてのコンクリート版（以下，走行路版）上を走行する．以下の走行性能に関する議論においては，

RTG とコンテナトレーラーの走行路版およびそれ以外のエリアにおける走行性能の両者について検討を行っている． 

荷役作業時の RTG の動作イメージを図-2.3 に示す．所定のコンテナ位置まで走行路版を走行し，つり具（スプレ

ッダ）をコンテナ位置まで横行（走行方向に対して直交方向）させ，スプレッダを巻き下げてコンテナをつかみとる．

つかみとったコンテナを巻き上げ，シャーシ位置まで横行させ，巻き下げてシャーシに載せる．  

 なお，前述のとおり自動化，または遠隔操作化された RTG の走行性能については，本稿のとりまとめの対象外と

している． 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 RTG 方式のコンテナターミナル内荷役機械配置のイメージ図 
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図-2.3 RTG の動作イメージ図 
 

（2）コンテナトレーラー 
コンテナトレーラーは，トラクターおよびシャーシが一体となったコンテナ運搬用の荷役機械である．呼称は様々

あるため，本稿ではコンテナトレーラーと統一する．シャーシにコンテナを固定し，エンジンが搭載されたトラクタ

ーによりシャーシを牽引する．コンテナトレーラーは，コンテナクレーンで陸揚げされたコンテナを蔵置エリアに運

搬する．コンテナ蔵置エリア内では，コンテナと RTG の脚の間のコンテナトレーラー通行路を走行する（図-2.2）．  
 
 
2.3 移動式荷役機械等を用いた荷役作業に支障となる条件に関するヒアリング結果 

本節では，レベル 2 地震動後の荷さばき地における性能規定値の設定にあたり参考とされた，移動式荷役機械等の

メーカー，およびターミナルユーザーに対して事業主体が実施したヒアリング結果を著者らが再整理したものを以下

の表-2.1 に示す．  
ヒアリングは，移動式荷役機械等のメーカーおよびその利用者であるターミナルユーザーを対象として実施された．

ターミナルユーザーは，港湾運営会社，港湾運送事業者等である． 

なお，ヒアリングは，荷役機械等の平常時の走行性や荷役作業に支障となる一般的な条件を聞き取る形で実施され

た．この際，地震後に想定される荷さばき地内の路面状態や地盤変状について，ヒアリング対象者と必ずしも共通認

識が形成されていない．このため，地震動後に荷役機械等の走行に必要な条件を直接ヒアリングした結果というより

も，どちらかというと平常時に荷役作業や作業効率の確保が難しくなる条件に近いものとして整理されたものである

ことに留意が必要である． 

 
 

 
図-2.2 RTG のレーン内における配置イメージ図 
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表-2.1 移動式荷役機械等の製造業者，およびターミナルユーザーのヒアリング結果一覧 

 
 機械等メーカー ターミナルユーザー 

RTG 

走行路版の走行方向の勾配について（参考：図-2.4） 
・コンテナをつかんでいない状態かつ無風時

の走行については，走行路版の3%の傾斜ま

では走行可能． 
 

・走行路版の傾斜3%程度であれば，走行可能．  
・強風時には，走行路版の1%以上の勾配を上る

ことができない場合がある． 
 

走行路版の走行方向に生じる段差（参考：図-2.5） 
・走行路版に生じる段差が5cm程度以下であれ

ば，安全に走行可能． 

・荷役作業時に許容できる段差は2～3cmまで． 
・荷役するコンテナが段差付近にあり，5cm程度

の段差があると走行は可能でも，荷役作業はで

きない． 
 

同一レーンにおける走行路版間の高低差（参考：図-2.6） 
（対象施設内で使用しているRTGの両脚間の距離（事例としては23m程度）に合わせて，走行路版

間の高低差を勾配換算している．2%の場合は50cm程度，3%の場合は70cm程度．） 

・走行路版の高低差は，レーン間の勾配換算で

3%(=70cm程度)程度までであれば走行可能． 

 

・高低差がレーン間の勾配換算で2%(50cm程

度)生じた場合，コンテナをつかんだ状態で

横行動作をすると，横行モータの容量不足に

より，横行動作に不具合が出る可能性があ

る． 
 

・高低差がレーン間の勾配換算で2%以上ある

と，段積みされた最上段のコンテナとRTGの

脚の隙間がなくなり干渉する可能性がある．

（参考：図-2.7） 

 

・荷役作業時に4段積みの隙間にコンテナを 
 はめ込む場合，コンテナは垂直に降ろすので，

走行路版の高低差が3%(70cm程度)となると， 
コンテナを4段積みできない．（参考：図-2.8） 

 
・ 通常の荷役作業(4段積み)では，2%(50cm程度)

の高低差が妥当． 
 

コンテナ 
トレーラー 

 ・路面状況，タイヤ状態等により異なるが， 
ターミナル内（ターミナル縦断，横断問わず）

の傾斜が3%であれば走行可能． 

・ターミナル内（ターミナル縦断，横断問わず）

の傾斜が3%程度であれば，走行可能． 
・コンテナを積み込んだ後， ターミナル内（レー

ン外）を移動する際には，旋回することもあり，

段差があると横転の危険性もあるため，極力段

差はない方がよい 
 ・RTGが走行可能な勾配および段差であれば，走

行可能． 
 

 
 
 
 
 
 



国総研資料 No.1315 

- 5 - 

 
図-2.4 走行路版の走行方向の勾配に関するイメージ図 

 

 
図-2.5 走行路版の走行方向に生じる段差に関するイメージ図 

 

 
図-2.6 同一レーンにおける走行路版間の高低差に関するイメージ図① 
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図-2.7 同一レーンにおける走行路版間の高低差に関するイメージ図② 

 

 
図-2.8 同一レーンにおける走行路版間の高低差に関するイメージ図③ 

 

2.4 荷役機械の地震後の走行等に必要となる荷さばき地の性能規定に関する設定事例 

1.で述べたように，レベル2地震動後に必要となる荷さばき地の要求性能は修復性とされるが，その限界値に関す

る具体的な指標は示されていない．先述のヒアリング内容はその指標を設定する上で有用な情報であるが，あくまで

も平常時の荷役作業において支障となる項目や内容を抽出したものであり，最大クラスの地震動であるレベル2地震

動に対し，先述した全ての項目を満足（通常時の荷役に影響が出ないように設定される荷さばき地の性能と，地震後

に必要とされる性能は必ずしも合致しない．）するように性能規定値を設定することは，現実的には難しいと考えら

れる． 
一方，RTGに代表される荷役機械は，コンテナターミナル内の荷さばき地において比較的大規模なものであり，仮

に地震後に当該機械の走行性が完全に損なわれた場合，ターミナル内で何らかの被害が発生した際，その修復作業の

妨げになることが想定される．このため，荷さばき地のレベル2地震動後の性能規定に関する検討事例においては，

RTGのターミナル内での走行性能をレベル2地震後においても最低限確保することを担保しようとするケースが見ら

れた．その際の具体的な性能規定としては，１）RTGがレベル2地震動後も走行路版上を走行可能かどうか，２）RTG
がターミナル内を走行する際の勾配（ターミナル縦断，横断問わず）に着目した事例があり，その勾配をヒアリング

結果に基づき3%として設定された事例もある． 

また，「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」2)によれば，荷役作業時の安全性と荷役機械の走行性の観点から，

エプロン上の沈下に関しての“変状許容限界”として3cm～10cmという数値が掲載されている．当該数値および段差

に関するヒアリング結果を踏まえて，レベル2地震動発生後の荷さばき地における絶対沈下量を性能規定値として設

定した事例もある． 
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3.レベル2地震動後の荷さばき地に対する性能照査事例とその概要 

 

3.1 概要 

本章では，今後の設計実務の参考となるよう，2次元地震応答解析結果を用いたレベル2地震動後の荷さばき地に対

する性能照査事例を示す．なお，照査における解析対象範囲や解析結果の扱い方を中心に整理しており，解析条件や

解析結果の詳細については本稿では示していない．以下，3.2では解析対象範囲および解析における留意事項につい

て，3.3では地震応答解析結果に基づく性能照査事例について整理した結果を示す． 
 

3.2 解析対象範囲および留意事項 

（1）解析対象範囲 

荷さばき地のレベル2地震動後の性能照査においては，2.で触れたように性能規定値として，地震後の地表面の勾

配や沈下量を考慮する必要があるため，地盤の沈下や変形を考慮することが望ましい． 
以下に，係留施設（特に耐震強化施設）の耐震性能照査での活用実績が多い，2次元地震応答解析プログラムの一つ

であるFLIP3)を荷さばき地の性能照査へ適用した事例を示す．性能規定値として地震後に荷さばき地の地表面に生じ

る絶対沈下量を10cmとして設定する考え方もあるが，ここでは地震後に発生する地表面勾配を3%以下として設定し

た事例について記載する． 
図3.1‐図3.3は，性能照査に用いた解析対象範囲および解析メッシュの一例である．RTGのターミナル内における

走行性能の照査においては，走行路版上のRTGの走行性能のみならず，ターミナル内をRTGが走行路版以外（例えば

法線直角方向）に走行することも念頭に置いて実施する必要がある． 
このため，解析メッシュは，ターミナル横断方向（岸壁法線に概ね平行する方向）及び係留施設の一般的な耐震

性能照査と同じくターミナル縦断方向（法線鉛直方向）の断面について作成されている．この際，解析断面に対する

2次元解析による検討となることから，面的な検討対象区域内に適切に解析断面を設定する必要がある．収集した検

討事例においては，図-3.1中に示すように検討対象区域に対してターミナル縦断方向については，岸壁の変形に伴

う荷さばき地の変形への影響の大きさを考慮し，岸壁と荷さばき地が最も近接する線上で，ターミナル横断方向につ

いては，液状化対象層が厚く堆積している線上で検討が実施されており，これらをそれぞれ代表断面として取り扱っ

ている．  

また，荷さばき地における地震後のRTG等の走行性能に着目する場合，解析メッシュの節点の位置および間隔の設

定に際して，RTGの設置予定位置やコンテナ幅についても考慮する必要がある．検討事例では，RTGの走行路版位置

付近に節点が来るように設定されているほか，蔵置コンテナに生じる勾配を検討するため，蔵置エリアにおける節点

間の水平距離は，コンテナ幅に合わせて概ね2m程度となっている．コンテナ蔵置エリア内においてコンテナ重量は，

地表面への上載荷重（単位面積当たりの荷重）として設定されているものの，RTG本体はコンテナターミナル内を自

由に走行する移動荷重として設定されているため，その重量は解析上考慮されていない．またコンテナの蔵置状況（実

入りコンテナ，空コンテナ，コンテナ無し）によって上載荷重が異なることから，実態に応じた上載荷重が解析モデ

ルに反映され，上載荷重の違いによる地盤の沈下や変形に与える影響も確認されている． 

なお，図-3.2中には示されていないものの，岸壁上にコンテナクレーンが存在する場合はそのモデル化も行った上

で，地震応答解析が実施されており，係留施設および荷さばき地を一体とした2次元地震応答解析が実施されている． 
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図-3.1 検討対象区域への解析断面設定の平面的なイメージ 

 
図-3.2 解析メッシュ例（岸壁法線直角方向，ターミナル縦断方向） 

 
図-3.3 解析メッシュ例（岸壁法線平行方向，ターミナル横断方向） 

 

 （2）液状化に起因する地表面沈下量の解析における留意事項 

レベル2地震動に対する地盤の液状化の発生は，設定された性能規定を満たす範囲内で許容される．FLIPを用い

た解析では，解析メッシュ内の地盤パラメータまたは液状化パラメータを適切に設定することで，液状化を考慮し

た地震応答解析を実行することができる．しかし，設計実務において地盤の解析モデルに一般的に適用されるマル

チスプリング要素を適用した解析の場合，液状化によって発生した過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量は計算するこ

とができない．  
特に本稿で取り扱っている事例のように，地震後の地表面の変形に着目する場合，過剰間隙水圧消散に伴う沈下

量の影響は必ずしも無視することができない．より高度な方法としてはFLIP内において排水を考慮できるモデル

（カクテルグラスモデル等）を用いることや，圧密沈下の問題に置き換えて解く手法もあるが，簡易的な方法とし

て，FLIPの計算結果において過剰間隙水圧比が一定値を超過した液状化層に，文献4)によって求められる体積圧縮

率によって，排水に伴う地表面沈下量を算出する方法もある．ただし，当該手法では鉛直方向の沈下量は算定でき

るものの，地盤の2次元の挙動（特に排水に伴う水平方向の変位）は考慮できないことに留意する必要がある． 
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3.3 地震応答解析結果に基づく荷さばき地の性能照査事例 

次に，荷さばき地に2.4に示した観点を基にレベル2地震動に対する性能を規定した場合の既往の性能照査事例につ

いて整理した．結果は以下の①～③に大別される．①RTGが走行路版上を走行することが可能な程度の勾配等以下と

なっているか（走行路版上の勾配，および同一レーンの走行路版間の高低差（または勾配））,②RTGがターミナル内

の縦断方向を，またはコンテナトレーラーがターミナル内を走行する上で支障がない勾配以下となっているか（ター

ミナル内の縦断および横断勾配），③ ターミナルエリア全体として，規定された絶対沈下量となっているかなどが照

査されている．既往の検討事例における①，②の勾配は，3%として設定されている例が多い．  

既往事例のうち，①，②については，過剰間隙水圧消散に伴う沈下量を考慮したうえで，全ての節点間の勾配が3%

以下となっていることを確認することで性能照査している．勾配の算定方法をターミナル縦断方向について図-3.4に

横断方向について図-3.5に模式的に示す．図中の「地震後地盤高」は過剰間隙水圧消散に伴う沈下量を考量した地盤

高である． 
実際には，図-3.6に示すように，ターミナル縦断および横断方向のそれぞれの隣接メッシュ間隔（地震応答解析後

の間隔）及び節点沈下量から隣接する節点間の勾配を算定し，すべての勾配が3%以下となっていることで照査されて

いる．本事例は，荷さばき地内の性能規定値を満足するための対策（液状化対策工）を考慮した上でのものである．

なお，地表面の沈下量から得られる勾配には正負があるが，順勾配でも逆勾配でも，節点間の勾配（の絶対値）が規

定値以下であれば，荷役機械の走行は可能であるという考え方が適用されている．ただし，節点間は直線として仮定

されている．  
また，①のうちRTGの同一レーンの走行路版間の勾配については，図-3.7に示す考え方が用いられている．図-3.4

と比して同図では，RTGの走行路盤間の節点間距離と沈下量の差を用いて勾配の検討がなされている． 

なお，地震後の荷さばき地の性能規定値として，③を照査した事例では，図-3.8に示すように，ターミナル内の各

節点の絶対沈下量に着目した照査が行われている．その際の沈下量は，解析前後の各節点の沈下量の差分（過剰間隙

水圧消散に伴う沈下量も考慮）として検討されている． 

 
図-3.4 ターミナル縦断方向の勾配・沈下量 

 

図-3.5 ターミナル横断方向の勾配・沈下量 
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図-3.6 ターミナル内の検討対象区域における勾配 

（縦軸勾配（％）は解析メッシュの隣接節点間の勾配） 

 

 
図-3.7 RTGの走行路版間の勾配に関する照査の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.8 ターミナル内の検討対象区域に関する沈下量に関する照査事例 
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４.おわりに 

 

本資料は，同様な事例に対する設計実務上の参考となるよう，レベル2地震動に対する荷さばき地の具体的な限界値

の設定事例が増えつつある，耐震強化施設（特定（幹線貨物輸送対応））背後のコンテナターミナル内における荷さ

ばき地を対象とし，荷さばき地のレベル2地震動後の性能規定値の設定事例およびその性能照査手法の考え方の一例

を，既往検討事例を収集，整理しとりまとめた． 

具体的には，移動式荷役機械等がコンテナターミナル内の平常時の運用において支障となる条件について，荷役機

械メーカーおよびユーザーヒアリングに基づく整理を行った上で，レベル2地震動後の荷さばき地における性能規定

値の検討事例を整理した．既往検討においては，コンテナターミナル内でのRTGの走行性能をレベル2地震後において

も最低限確保することに着目し，荷さばき地の性能規定値が設定されている事例を確認した． 

また，上記の性能規定値を確認するための手法として，2次元地震応答解析を適用し，RTGの走行路版上の勾配やタ

ーミナル内の縦断・横断方向の勾配や沈下量を照査した事例を整理した． 
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